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研究成果の概要：本研究は、ソーシャルワーク実践における成年後見制度の有効性を明らかに
したものである。成年後見制度の運用及び手続きに関する詳細な検討とソーシャルワーカーへ
のヒアリングによって検証した。ソーシャルワーク実践における成年後見制度の活用の可能性
として、①本人に不利益な状況が生じることを長期にわたって防ぎやすくなる、②本人の心身
や生活状況の変化に気づき迅速に対応することができる、③本人の意向や希望を実現する可能
性を広げる、④本人を代弁するパートナーとなる、⑤ソーシャルワーク本来の業務に集中しや
すくなる、の５つの内容が明らかとなった。
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１．研究開始当初の背景

わが国における社会福祉の仕組みは、社

会福祉基礎構造改革という大きな潮流のな

かで、戦後最大ともいうべき転換を余儀な

くされた。「措置から契約へ」という表現に

顕著なように、行政がサービス内容を決定

し、提供するという保護的な福祉サービス

の有り様から、当事者本人が必要なサービ

スを自ら選択し、サービスを利用する仕組

みへと転換された。こうした大きな動向の

なかで、本研究に取り組むうえでの背景と

して、次の５つを示す。

（１）判断能力が不十分な人の自己決定支

援

自己選択による契約を前提とした福祉サ

ービスの利用という仕組みのなかで、自分

のことを自分で決めることができない人、

つまりは認知症高齢者や知的障害者をどの

ように支援するかといった仕組みや方法の



整備が大きな問題となった。成年後見制度

をソーシャルワーク実践における社会資源

のひとつとして活用することで、この課題

を克服するひとつの切り札となる。

（２）判断能力が不十分な人を狙った悪質

商法等の被害の増加

認知症高齢者をはじめとする判断能力が

不十分な人たちをねらった悪徳商法や詐欺

事件の増加が顕著にみられ、彼らの生活基

盤が著しく脅かされている。彼らの生活を

守るために、成年後見制度を効果的に活用

することは財産面での権利侵害の有効な一

手となりうる。

（３）高齢者・障害者に対する虐待の増加

高齢者や障害者に対する深刻な虐待事例

が増加していることである。成年後見制度

の活用によって緊急対応や予防的対応が可

能になる。とくに、高齢者虐待の場合には、

近親者からの虐待も少なくなく、その場合

これまでの長い生活歴と複雑な経緯がある

だけに対応は難しく、また虐待をする側へ

のケアも求められることから、成年後見制

度を活用したソーシャルワーク的な対応は

有効な手段となる。

（４）地域包括支援センターにおける権利

擁護業務

平成 18 年度から導入された地域包括支援

センターの機能のひとつとして、「権利擁護

業務」がある。その活用すべき制度のひと

つとして成年後見制度があげられている。

必置になった社会福祉士にとってソーシャ

ルワーク機能と成年後見制度との接点を明

らかにすることはきわめて重要な課題とな

る。

（５）法人後見による成年後見制度

法人後見による成年後見制度の活用の道

を探ることである。ソーシャルワーク実践

として成年後見制度を組織的に活用するた

めには第三者後見だけでなく、法人後見に

よる可能性を模索することが不可欠である。

そうすることで、ソーシャルワークの可能

性をさらに広げることができる。

２．研究の目的

成年後見制度は、課題は多いものの判断

応力が不十分な人たちへの権利擁護の制度

としてきわめて重要な意味と可能性をもつ

ことはいまさら指摘するまでもない。しか

しながら、ソーシャルワーク実践の視点か

ら、成年後見制度を社会資源のひとつとし

て位置づけ、その活用に関して理論的にそ

の有効性を検討した研究は十分ではない。

その意味で、ソーシャルワーク実践におけ

る成年後見制度を活用した権利擁護ないし

はアドボカシーのあり方について、その具

体的な運用および手続きも含めて明確にす

る研究はきわめて独自性の高いものである

といえる。

本研究は、クライエント（利用者）の権

利擁護を含めたソーシャルワーク実践にお

いて、成年後見制度を活用することの有効

性の根拠を理論的に明らかにした。そして、

ソーシャルワーク実践において成年後見制

度を社会資源のひとつとして有効に活用す

るための視点、方法、可能性と限界の明確

化に取り組んだ。

３．研究の方法
（１）研究初年度
①研究内容

研究初年度は、成年後見制度を活用した
ソーシャルワーク実践の理論的基盤に関す
る基礎研究として位置づけ、次年度への基
盤づくりに重点をおいた。具体的には、成
年後見制度とソーシャルワークとの理論的
整合性に関する検討と成年後見制度を活用
したソーシャルワーク実践の特質に関する
仮説の明確化に取り組んだ。

②研究方法
民法や成年後見制度に関する文献等を用

いた文献研究に取り組んだ。成年後見制度
の運用および手続きについての詳細な検討
や、ソーシャルワーク実践の手続きとの照
合、運用面での理論的整合性について検討
した。加えて、ソーシャルワークが内包す
る「価値」の実践において、成年後見制度
を活用することで果たしうる可能性につい
て検討を加えた。

（２）最終年度

①研究内容

前年度における基礎研究を踏まえ、成年

後見制度を活用したソーシャルワーク実践

の理論的基盤に関する明確化を行った。具

体的には、成年後見制度とソーシャルワー

クとの理論的整合性に関する明確化に取り

組んだ。

②研究方法

前年度に明確にした成年後見制度の運用

および手続きとソーシャルワーク実践との

整合性について、主に実践面での検証を行



った。成年後見人等との連携・協働による

ソーシャルワーク実践の経験のあるソーシ

ャルワーカーを対象に、ヒアリング調査を

実施した。

４．研究の成果
本研究の研究成果を述べるにあたって

は、まず（１）成年後見人等とソーシャル
ワーカーの機能と役割の明確化の必要性と
（２）成年後見制度を活用したソーシャル
ワーク実践の全体像について述べる。その
うえで文献研究をとおして検証した（３）
後見事務の特質と、成年後見制度とソーシ
ャルワークとの理論的整合性に関する明確
化をとおして明らかにした（４）ソーシャ
ルワーク実践における成年後見制度の活用
の可能性、さらには、その可能性について
実践面から検証した（５）ヒアリング調査
の結果について示す。

（１）成年後見人等とソーシャルワーカー
の機能と役割の明確化の必要性

これまでのソーシャルワークと成年後見
制度に関する研究論文等をみると、成年後
見人等（以下、後見人等）にソーシャルワ
ークの技術やソーシャルワークの視点が必
要であると述べられている。後見人等の権
限は、原則として本人が亡くなるまでその
効力を発揮する。このことから、後見人等
は本人の人生と深くかかわり、本人の人生
に大きな影響を与える存在となる。したが
って、本人と信頼関係を構築し、本人の生
活等に対する希望を理解し、それを実現さ
せていくために取り組まなければならない
とする考え方は、後見活動においてとても
重要な視点といえる。そして、後見活動に
おけるソーシャルワークの方法や技術の有
効性を主張する意義も認められる。

しかしながら、ソーシャルワーク実践の

なかで、こうした後見活動が展開されてい

くことを考えると、次の二つの課題が見え

てくる。

第一は、後見人等とは別にソーシャルワ

ークの担い手として本人の支援にかかわる

ソーシャルワーカーとどのように機能や役

割を分担していくのかということである。

現在、複数の専門職がひとつの事例にかか

わるチームアプローチが展開されるように

なってきたなかで、当然ながら、ソーシャ

ルワーカーと後見人等がそのチームの一員

として活動することは想定されることであ

る。後見人等とソーシャルワーカーがどの

ように連携・協働していくのかを明確にし

ておかなければ、両者の間に主導権争いや、

お互いが本来持っている機能や役割を発揮

しないままに、相手方がすべき機能や役割

にまで踏み込んで本人を支援をしようとす

る動きも生まれる。この点については、ヒ

アリング調査からも伺うことができ、お互

いがお互いの業務を押しつけ合ったり、い

ざ連携・協働が必要なときに、うまく動く

ことができないことがあるなどが述べられ

ていた。そのことで、結果的に両者の役割

や機能自体が脆弱化し、成年被後見人（以

下、被後見人）本人に対しての不利益を招

くことになることが語られた。

第二は、多様な後見人等が選任されてい

るなかで、ソーシャルワークを基盤とした

後見活動をどのように広めていくのかとい

うことである。現在、配偶者をはじめとし

た親族による後見が全体の約７割を占めて

おり、第三者後見人においても弁護士や司

法書士が多く選任されている。ソーシャル

ワークの担い手である社会福祉士が後見人

等として選任される割合はまだまだ少ない。

ソーシャルワークと成年後見制度の結び
つきは強くなってきているが、今後、ソー
シャルワークの専門性を活かした後見活動
の進展やソーシャルワーク実践における成
年後見制度のあり方を考えていくために
は、ソーシャルワークと成年後見制度の持
つ各々の機能や役割、また両者の機能が相
乗的かつ効果的に発揮できる関係のあり方
や方策等を明らかにする必要があることを
確認できた。

（２）成年後見制度を活用したソーシャル

ワーク実践
ソーシャルワーカーと後見人等が各々の

機能や役割を十分に活かした形での連携・
協働のあり方を考えていくうえで、本研究
では成年後見制度を活用したソーシャルワ
ーク実践に焦点を当てて、その実践の全体
像を図１のように設定した。

(A) (B) (C)

連携・協働

図１ 成年後見制度を活用したソーシャルワーク

実践の全体像

本人（被後見人等）

後見人等

ソーシャルワーカー



矢印(A)は、ソーシャルワーク実践本来の

働きかけを表している。本人との援助関係

を基盤として、ソーシャルワークが依拠す

る価値や原理・原則に基づきながら、ソー

シャルワーカーが本人（被後見人等）に直

接働きかける。矢印(B)は、民法に規定され

た権限や後見事務等に基づいた後見人等に

よる本人への働きかけを示している。成年

後見制度を活用したソーシャルワーク実践

では、この矢印(A)及び(B)による各々の働

きかけを基本としながら、矢印(C)で示した

後見人等との連携・協働による実践の展開

を図っていくといえる。

後見人等との連携・協働におけるソーシ

ャルワーク実践において重要なことは、ソ

ーシャルワーカーと後見人等の両者の持つ

本来の機能や役割に十分に配慮したうえで、

連携・協働における役割分担を図っていく

ことである。両者の果たすべき機能や役割

を曖昧にしたまま連携・協働を図れば、ど

ちらか一方に過度な負担がかかる原因とも

なり、十分な効果が望めないものとなって

しまう。

本研究では、図１を前提として、後見人

等が持つ固有の専有的な機能を整理し、そ

のうえでソーシャルワーカーが後見人等と

連携・協働することによって提供できる援

助について考察した。

（３）後見事務の特質
後見事務は、大別すると財産管理と身上

監護の２つに整理することができる。これ
らの事務内容を概観すると、後見人以外の
者では担うことのできないものが多く含ま
れていることが明らかである。これは、後
見人に代理権や取消権が付与されているこ
とに起因しており、このことによって後見
人に専有の機能や役割がもたらされる。表
１は、後見人による主な後見事務の内容と、
それらの内容が後見人にしかできない専有
の事務であるかどうか（専有性）を一覧に
して示したものである。

表１ 後見人の主な後見事務と専有性の有無

項目 専有性

財 預貯金の管理 ○

産 年金等の管理 ○

管 税務等の申告 ○

理 不動産の管理 ○

日常生活費の管理 ○

身 本人の身上に関する契約 ○

上 見守り ×

監 法律行為としての異議申立て ○

護 アドボカシー活動 ×

財産管理に関する事務は、本人にとって

重要な財産を直接に扱うものであり、これ

らを扱うための法的権限を持たないソーシ

ャルワーカーには扱うことができないもの

である。後見人は、家庭裁判所から選任さ

れた法定代理人であり、民法 859 条第１項

にあるように本人の財産に関する法律行為

の包括的な代理権と管理権を有し、この法

的権限に基づき本人の財産を直接扱えるこ

とになる。

身上監護に関して、本人の身上に関連す

る契約等及び法律行為としての異議申立て

は、本人に関する法律行為であり、法定代

理人である後見人だからこそ介護保険サー

ビス等の利用の契約等を行うことができる。

代理権等の権限を持たないソーシャルワー

カーでは行うことができない。見守り及び

アドボカシー活動は、ソーシャルワーク実

践においても必要な援助活動である。しか

し、後見人は代理権及び取消権等の法的権

限を有しており、これらの法的権限を背景

として見守り及びアドボカシー活動を展開

できる点が大きな強みになる。

後見事務は、本人のなすべき法律行為を

包括的に網羅し、表１の専有性の欄に示し

ているように、その多くが後見人によって

もっぱら担われる。本人のなすべき法律行

為は、原則、本人又は本人の代理人以外が

扱うことのできない。後見人は、これらの

法律行為を本人のために行うために選任さ

れた法定代理人である。これらの行為を行

うことこそが後見人の機能や役割であり、

適切な働きが期待される。

（４）ソーシャルワーク実践における成年
後見制度の活用の可能性
①本人に不利益な状況が生じることを長期
にわたって防ぎやすくなる

判断能力が不十分な本人への消費者被害

や虐待等の権利侵害が認められるとき、ソ

ーシャルワーカーは、消費者生活相談や日

常生活自立支援事業、高齢者虐待防止法の

活用等の法的手段を用いながら解決に向け

て取り組む。しかしながら、頻繁に消費者

被害に遭う本人にとっては一時的な対応と

なり、根本的な解決につながらない場合も

ある。

後見人は、表１の財産管理の事務で示し

たように、財産に関する包括的な代理権と

管理権を有することで本人の重要財産のほ

とんどを扱うことができる。さらに、これ

らは後見人専有の事務であり、本人以外の

第三者では扱えず、本人が亡くなる最期の



ときまでその事務は継続される。

ソーシャルワーク実践において長期にわ

たる本人の不利益状況からの保護が必要と

される場合、後見人との連携・協働（図１

の矢印(Ｃ)）によって、永続的な本人の権

利擁護を可能にする。

②本人の心身や生活状況の変化に気づき迅

速に対応することができる

ソーシャルワーク実践では、時間の経過

とともに変化する本人の心身や生活状況に

迅速に対応していくことが求められる。し

かしながら、判断能力が不十分である本人

へのソーシャルワーク実践においては、本

人の判断能力の不十分さが変化への素早い

対応を阻むこともある。特に、介護保険サ

ービスの利用等に代表されるように、本人

による契約行為が必要とされるとき、この

ような課題は顕著になる。

表１で示したように、後見人による身上

監護の事務には本人の身上に関する契約行

為が含まれている。ソーシャルワーカーは、

後見人との連携・協働（図１の矢印(Ｃ)）

によって、契約に関する障害を克服するこ

とができ、本人の心身や生活状況の変化に

迅速かつ具体的に対応することができる。

③本人の意向や希望を実現する可能性を広

げる

衣食住などの基本的ニーズの充足だけで

なく、本人らしい生活や生き方を支援して

いくことも重要なソーシャルワーク実践で

ある。後見人にも本人の意思尊重義務と身

上配慮義務があり、これによって本人の自

己実現のために積極的に財産を活用してい

くことが期待されている。成年後見制度を

活用したソーシャルワーク実践において、

ソーシャルワーカーは、後見人との連携・

協働を図りながら、本人の意向や希望を実

現する支援を展開することが可能になる。

後見人と連携・協働しながら本人の意向

や希望を実現していく援助は、ソーシャル

ワーカーと本人との援助関係（図１の矢印

(Ａ)）をとおして本人の意向や希望を明確

化していくことから始まる。それから、ソ

ーシャルワーカーは後見人との連携・協働

（図１の矢印(Ｃ)）を図り、後見人が本人

の意向や希望の実現のために必要となる法

律行為を行うこととなる。

矢印(Ｃ)での後見人による本人への働き

かけは、包括的な代理権に基づく。そのた

め、本人の意向や希望に対して幅広く対応

することができる。ソーシャルワーカーは

後見人と連携・協働することによって、本

人の意向や希望を実現できる可能性を大き

く広げることができる。

④本人を代弁するパートナーとなる

自らの意思や意向をうまく伝えることの

できない本人の代弁者となって、本人の思

いを周囲に伝えていくことは重要なソーシ

ャルワーク実践である。後見人にも、表１

において示したように、身上監護の事務に

おいてアドボカシー活動が求められ、本人

の代弁者としての役割がある。

後見人は、原則として、本人が亡くなる

最期のときまでかかわる。そして、本人の

言動などの情報を長期にわたって収集しや

すく、本人の意向等を理解しやすい立場に

あるといえる。また、後見人による代弁は、

本人の法定代理人としての立場から行われ、

まさに本人が発言したことと同じ意味合い

を持つ。

成年後見制度を活用したソーシャルワー

ク実践において、後見人と連携・協働（図

１の矢印(Ｃ)）することで、ソーシャルワ

ーカーは本人の思いを後見人とともに代弁

することができ、かつ非常に重みのある代

弁を展開することができる。

⑤ソーシャルワーク本来の業務に集中しや

すくなる

日常的なソーシャルワーク実践において

は、消費者金融や金融機関への負債がある

にもかかわらず、本人がそのことを理解し

ていなかったり、家賃や公共料金の支払い

の滞納があるなど、ソーシャルワーカーで

は対応できない課題も少なくない。そうし

た場合、支援者が本人の預貯金などの金銭

管理や重要書類等の預かりを迫られること

もある。

後見人は、家庭裁判所から選任され、包

括的な代理権及び取消権が付与されている。

こうした法的権限に基づき、本人の預貯金

や重要書類等を管理する。本人の財産管理

等を後見人に任せることで、ソーシャルワ

ーカーは、金銭等の課題から解放され、ソ

ーシャルワーク本来の業務に集中できるよ

うになる。

ヒアリング調査では、後見人に金銭面の

課題をゆだねることで、ソーシャルワーカ

ーは本来の業務に集中することができるよ

うになったという報告がなされた。

後見人と連携・協働することで、ソーシ

ャルワーカーは本人が本来目を向けなけれ

ばならない課題に集中して取り組める環境



を作り出すことが可能となる。

（５）ヒアリング調査の結果

ヒアリング調査をとおして、ソーシャル

ワーク実践における成年後見制度の活用の

５つの可能性と、後見人等との連携・協働

の実際についての検証を行った。

成年後見制度の活用の可能性としてあげ

た５点についてはおおむね評価をいただけ

た。また、後見人と連携・協働することに

よる弊害についても語ってくれた。内容と

しては、財産管理に関して、本人の意思尊

重と本人保護とのジレンマ、知らず知らず

のうちに、後見人自体が権利侵害をしてい

ることもあることであった。こうした弊害

を無くすうえでも、成年後見制度の活用の

可能性を実践のなかで広げていくうえでも、

ソーシャルワーカーと後見人等に求められ

る姿勢として、次の２点が示された。

一つ目は、本人の気持ちを代弁する技術、

成年後見人等に権利侵害の気づきを促す技

術、本人の力に応じた成年後見人等の支援

を促す技術の必要性である。

成年後見人等から本人の望まない社会資

源の活用が強要されるような場合には、ソ

ーシャルワーカーが本人の気持ちをうまく

代弁することが求められる。成年後見人等

自体が権利侵害を犯しているようなときに

は、それを気づかせるための働きかけが必

要である。そして後見人による支援方法が、

本人には合っていない場合には、本人に合

ったやり方についてのアドバイスなどを適

切にしていくことが大切であると語られた。

二つ目は、双方がお互いの意見に耳を傾

ける関係をつくることである。ソーシャル

ワーカーからの意見について、成年後見人

等がきちんと耳を傾けることが求められ、

後見人、ソーシャルワーカー双方が双方の

声に耳を傾け、お互いに協力して本人を支

援していかなくてはならないということが

述べられた。

（６）今後の課題と展望
ソーシャルワーク実践において、法制度

やサービスを含めた社会資源はきわめて重

要な実践のための構成要素であるが、成年

後見制度は、ソーシャルワークが本来もつ

機能である権利擁護機能ないしはアドボカ

シー機能を具体に展開させるという新しい

可能性を示唆するものである。

しかしながら、成年後見制度は、ソーシ

ャルワーク実践を前提として作られたもの

ではない。したがって、ソーシャルワーク

と成年後見制度の接点について理論的に検

討を加えることがソーシャルワークと成年

後見制度の双方にとってその可能性を広げ

ることになる。

今後の研究課題としては、成年後見制度

を活用したソーシャルワーク実践に関する

さらなる実証研究であるが、本研究はその

基礎研究と位置づけられるものである。実

証研究や詳細な事例研究に取り組み、後見

人等との連携・協働によるソーシャルワー

ク実践モデルの構築に向けて取り組んでい

きたい。
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